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北
海
道
電
力
株
式
会
社
（
以
下
「
北
電
」
と
い
う
）
の
伊
達
発
電
所
は
、
そ
の
本
体
工
事
が
既
に
完
成
し
て
い
る
と

さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
と
な
る
燃
料
の
適
正
な
安
定
供
給
手
段
を
欠
い
た
た
め
、
ま
だ

電
力
の
供
給
が
開
始
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
原
因
が
適
地
判
断
の
誤
り
に
あ
る
と
の
指
摘
も
あ
る
こ
と
な
の
で
、

以
下
、
電
気
事
業
法
（
以
下
「
事
業
法
」
と
い
う
）
を
所
管
し
、
北
電
に
対
す
る
監
督
責
任
を
有
す
る
通
商
産
業
大
臣

の
御
見
解
を
賜
り
た
い
。 

一 

公
共
事
業
用
施
設
は
、
最
適
地
に
最
適
規
模
の
も
の
が
作
ら
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
公
共
事
業
者
が
い
い
加
減
な

判
断
で
こ
れ
を
行
う
と
す
れ
ば
、
そ
の
罪
万
死
に
値
す
る
と
思
料
す
る
が
、
公
共
事
業
用
施
設
の
設
置
に
係
わ

る
適
地
判
断
の
重
要
性
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
認
識
を
も
つ
て
お
ら
れ
る
の
か
。
併
せ
て
そ
の
理
由
を
示
さ

れ
た
い
。 

 
伊
達
発
電
所
の
設
置
に
係
わ
る
電
気
事
業
法
等
の
運
用
の
実
態
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

三 

 



 

三 

北
電
の
電
力
供
給
業
務
に
係
わ
る
昭
和
三
十
六
年
か
ら
同
五
十
一
年
に
至
る
実
績
に
つ
い
て 

二 
伊
達
発
電
所
の
設
置
に
係
わ
り
行
わ
れ
た
は
ず
の
適
地
判
断
に
つ
い
て 

(4) 

右
各
年
間
内
に
お
け
る
最
大
需
要
発
生
時
に
お
け
る
需
要
（
キ
ロ
ワ
ッ
ト
）
は
、
そ
れ
ぞ
れ
ど
れ
程
か
。 

(3) 

右
各
年
間
内
に
お
け
る
最
大
供
給
能
力
（
キ
ロ
ワ
ッ
ト
）
は
、
そ
れ
ぞ
れ
ど
れ
程
か
。 

(2) 

右
各
年
間
毎
に
発
生
し
た
総
電
力
需
要
（
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
）
を
、
民
生
用
、
産
業
用
及
び
そ
の
他
に
わ
け
る

と
そ
れ
ぞ
れ
ど
れ
程
か
。 

(1) 

右
各
年
間
毎
の
総
供
給
電
力
（
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
）
は
、
そ
れ
ぞ
れ
ど
れ
程
か
。 

(4) 

右
適
地
判
断
に
お
い
て
、
経
済
性
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
に
処
理
さ
れ
た
の
か
。 

(3) 

右
適
地
判
断
は
ど
の
よ
う
な
手
続
き
に
よ
り
行
わ
れ
た
の
か
。
ま
た
そ
の
法
律
上
の
根
拠
規
定
は
何
か
。 

(2) 

右
適
地
判
断
の
対
象
（
範
囲
）
及
び
要
件
は
何
か
。
ま
た
そ
の
法
律
上
の
根
拠
規
定
は
何
か
。 

(1) 
そ
の
妥
当
性
（
適
正
か
つ
合
理
的
で
あ
る
こ
と
）
に
関
し
、
ど
の
よ
う
な
認
識
を
も
つ
て
お
ら
れ
る
の
か
。 

四 

 



 

四 
伊
達
発
電
所
の
設
置
は
、
海
面
埋
立
て
を
必
要
と
し
た
と
聞
く
が
、
同
埋
立
て
に
係
わ
る
公
有
水
面
埋
立
法

（
以
下
「
埋
立
法
」
と
い
う
）
二
条
に
よ
る
埋
立
免
許
等
に
つ
い
て 

(7) 

同
じ
く
損
害
防
止
の
施
設
の
種
類(

内
容)

、
そ
の
た
め
の
経
費
総
額
、
そ
の
算
定
根
拠
及
び
施
設
の
設
置
の 

(6) 

右
免
許
に
係
わ
る
埋
立
法
六
条
一
項
に
よ
る
損
失
の
補
償
総
額
、
そ
の
算
定
根
拠
及
び
補
償
の
支
払
い
の

あ
つ
た
年
月
日
を
示
さ
れ
た
い
。 

(5) 

右
免
許
の
際
、
埋
立
法
四
条
二
号
に
該
当
す
る
と
判
断
さ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
に
必
要
な
北
電
の
提

示
し
た
根
拠
を
示
さ
れ
た
い
。 

(4) 

右
同
意
に
係
わ
る
者
は
、
埋
立
法
五
条
の
ど
の
号
に
該
当
す
る
者
か
、
そ
の
す
べ
て
を
示
さ
れ
た
い
。 

(3) 

右
免
許
の
際
、
埋
立
法
四
条
一
号
に
よ
る
同
意
は
得
ら
れ
て
い
た
の
か
。 

(2) 

右
免
許
に
係
わ
る
伊
達
市
議
会
の
意
見
の
内
容
を
示
さ
れ
た
い
。 

(1) 

右
免
許
の
取
得
及
び
申
請
の
年
月
日
並
び
に
同
免
許
に
付
さ
れ
た
条
件
を
示
さ
れ
た
い
。 

五 

 



 

五 

伊
達
発
電
所
設
置
に
係
わ
る
漁
業
法
の
手
続
き
に
つ
い
て 

(4) 

右
漁
業
権
及
び
入
漁
権
の
消
滅
は
、
各
権
利
者
の
書
面
に
よ
る
同
意
に
基
づ
く
も
の
か
。 

(3) 

右
漁
業
権
及
び
入
漁
権
の
消
滅
は
、
ど
の
よ
う
な
手
続
き
に
よ
り
行
わ
れ
た
の
か
。
法
手
続
き
上
の
経
過

を
時
期
を
添
え
て
示
さ
れ
た
い
。 

(2) 

右
漁
業
権
及
び
入
漁
権
の
消
滅
に
よ
る
補
償
に
つ
い
て
、
権
利
補
償
及
び
損
失
補
償
の
別
に
、
補
償
総 

額
、
そ
の
算
定
根
拠
及
び
支
払
い
時
期
を
示
さ
れ
た
い
。 

(1) 

右
設
置
に
よ
り
消
滅
の
対
象
と
な
つ
た
漁
業
権
及
び
入
漁
権
の
種
類(

内
容)

を
漁
業
法
六
条
及
び
同
七
条

に
よ
り
示
さ
れ
た
い
。 

(9) 

右
免
許
に
係
わ
る
埋
立
工
事
が
現
実
に
着
手
さ
れ
、
ま
た
し
ゆ
ん
工
し
た
年
月
日
を
示
さ
れ
た
い
。 

(8) 
右
免
許
で
指
定
さ
れ
た
埋
立
工
事
の
着
手
及
び
し
ゆ
ん
工
の
年
月
日
を
示
さ
れ
た
い
。 

完
了
し
た
年
月
日
を
示
さ
れ
た
い
。 

六 

 



 

(6) 

昭
和
四
十
八
年
六
月
十
七
日
、
有
珠
漁
協
に
対
し
、
農
業
振
興
資
金
等
と
し
て
四
億
二
千
万
円
、
同
年
八

月
二
十
八
日
、
伊
達
漁
協
に
対
し
排
水
溝
の
移
転
に
伴
う
農
業
振
興
資
金
等
と
し
て
二
億
五
千
万
円
が
北
電

よ
り
支
払
わ
れ
た
と
聞
く
が
、
北
電
に
よ
る
右
支
出
の
法
律
上
の
根
拠
規
定
及
び
支
払
い
額
の
算
定
根
拠
を

示
さ
れ
た
い
。 

(5) 
昭
和
四
十
七
年
五
月
三
十
一
日
、
伊
達
漁
協
で
は
漁
業
権
放
棄
が
決
議
さ
れ
、
北
電
が
補
償
と
し
て
一
億

七
千
万
円
支
払
つ
た
と
聞
く
が
、 

(ニ ) 

右
補
償
に
お
い
て
、
個
別
補
償
の
原
則
は
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
た
の
か
。 

(ハ ) 

右
補
償
の
算
定
根
拠
及
び
支
払
い
の
年
月
日
を
示
さ
れ
た
い
。 

(ロ ) 

北
電
が
支
払
つ
た
補
償
は
権
利
補
償
だ
け
か
、
そ
れ
と
も
損
失
補
償
を
含
む
の
か
。 

(イ ) 

右
決
議
は
水
産
業
協
同
組
合
法
五
十
条
に
よ
る
も
の
か
。
ま
た
そ
の
手
続
き
は
書
面
に
よ
つ
た
も
の 

か
。 

七 

 



 

六 
伊
達
発
電
所
の
当
初
の
給
電
開
始
の
予
定
期
日
は
、
昭
和
五
十
年
十
月
と
さ
れ
て
い
た
と
聞
く
が
、
現
在
に

至
る
も
未
だ
給
電
が
開
始
さ
れ
て
い
な
い
。 

(6) 

伊
達
発
電
所
向
け
の
燃
料
の
安
定
供
給
手
段
に
代
る
暫
定
処
置
ま
で
し
て
、
給
電
を
開
始
す
る
必
要
は
な

い
の
か
。
何
故
か
。 

(5) 

右
の
設
置
の
前
提
と
な
つ
た
北
電
の
電
力
の
需
給
予
測
を
示
さ
れ
た
い
。 

(4) 

伊
達
発
電
所
の
設
置
を
必
要
と
し
た
理
由
は
何
か
。
現
在
で
も
変
わ
り
は
な
い
の
か
。 

(3) 

右
原
因
が
発
生
し
た
理
由
は
何
か
。
発
電
所
の
設
置
位
置
に
係
わ
る
適
地
判
断
の
誤
り
と
い
う
こ
と
で
は

な
い
の
か
。 

(2) 

右
の
施
設
の
設
置
が
現
在
に
至
る
も
完
了
し
て
い
な
い
原
因
は
何
か
。 

(1) 

給
電
を
開
始
す
る
た
め
に
必
要
な
施
設
で
、
未
だ
設
置
が
完
成
し
て
い
な
い
も
の
は
何
か
、
そ
の
す
べ
て

を
示
さ
れ
た
い
。 

八 

 



 

七 
伊
達
発
電
所
の
設
置
に
係
わ
る
事
業
法
上
の
手
続
き
経
過
に
つ
い
て 

(6) 

事
業
法
一
条
の
目
的
に
あ
る
公
害
の
防
止
は
、
同
法
五
条
の
許
可
の
基
準
で
は
、
ど
の
号
で
実
現
さ
れ
る

も
の
と
し
て
い
る
の
か
。 

(5) 

事
業
法
五
条
の
六
号
基
準
は
、
健
全
な
電
気
事
業
に
あ
つ
て
は
、
公
共
の
安
全
確
保
と
公
害
の
防
止
が
適

正
か
つ
合
理
的
に
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
要
件
と
な
つ
て
い
る
と
し
て
よ
い
の
か
。 

(4) 

事
業
法
五
条
の
許
可
の
基
準
は
、
同
法
一
条
の
目
的
に
あ
る
電
気
事
業
の
健
全
な
発
達
と
公
共
の
安
全 

を
確
保
し
、
公
害
の
防
止
を
図
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
解
釈
・
運
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
よ
い
の
か
。 

(3) 

右
の
適
地
判
断
に
お
い
て
、
燃
料
の
安
定
供
給
手
段
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
に
処
理
さ
れ
た
の
か
。 

(2) 

右
許
可
に
お
い
て
、
発
電
所
の
位
置
に
関
す
る
適
地
判
断
は
、
通
商
産
業
大
臣
が
独
自
の
責
任
で
改
め
て

行
つ
た
の
か
。 

(1) 
事
業
法
八
条
に
よ
る
変
更
許
可
及
び
そ
の
申
請
の
年
月
日
を
示
さ
れ
た
い
。 

九 

 



 

(11) 

右
に
お
い
て
、
何
故
、
燃
料
の
安
定
供
給
手
段
で
あ
る
室
蘭
・
伊
達
間
の
石
油
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
の
設
置
を 

(10) 

伊
達
発
電
所
の
設
置
に
係
わ
る
事
業
法
四
十
一
条
に
よ
る
工
事
計
画
の
認
可
及
び
申
請
の
年
月
日
を
、
関

係
す
る
す
べ
て
に
つ
い
て
示
さ
れ
た
い
。 

(9) 

右
許
可
に
当
た
り
、
電
源
開
発
促
進
法
（
以
下
「
電
発
法
」
と
い
う
）
三
条
一
項
の
基
本
計
画
は
ど
の
よ
う
に

扱
わ
れ
た
の
か
。
ま
た
そ
の
法
律
上
の
根
拠
規
定
は
何
か
。 

(8) 

伊
達
発
電
所
設
置
の
許
可
に
係
わ
る
適
地
判
断
は
、
法
律
上
の
要
件
を
満
た
す
べ
く
安
全
審
査
及
び
環
境

審
査
が
そ
の
前
提
と
な
つ
て
行
わ
れ
た
と
し
て
よ
い
の
で
は
な
い
の
か
。 

(7) 
事
業
法
三
条
に
よ
る
許
可
及
び
同
八
条
に
よ
る
変
更
許
可
と
い
う
法
律
行
為
は
、
公
共
の
安
全
確
保
及
び

公
害
の
防
止
と
い
う
同
法
一
条
の
目
的
に
き
束
さ
れ
、
従
つ
て
、
右
許
可
に
当
た
つ
て
は
、
安
全
審
査
及
び

環
境
審
査
を
必
然
的
に
伴
う
と
し
て
よ
い
の
で
は
な
い
の
か
。
つ
ま
り
こ
れ
ら
の
審
査
は
、
右
許
可
の
法
律

上
の
要
件
と
し
て
実
施
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
の
か
。 

一
〇 

 



 

八 

伊
達
発
電
所
の
設
置
に
係
わ
る
電
発
法
の
手
続
き
経
過
に
つ
い
て 

(15) 

事
業
法
に
係
わ
る
事
務
は
、
通
産
省
の
ど
の
局
、
庁
、
部
、
課
が
担
当
し
て
い
る
の
か
。 

(14) 

電
発
法
二
条
に
よ
る
基
本
計
画
で
は
、
伊
達
発
電
所
の
給
電
の
開
始
時
期
は
、
昭
和
四
十
九
年
十
一
月
と

な
つ
て
い
る
と
聞
く
が
、
給
電
開
始
に
必
要
不
可
欠
な
石
油
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
の
工
事
計
画
の
認
可
申
請
が
昭

和
五
十
一
年
六
月
に
入
つ
て
か
ら
と
聞
く
。
北
電
に
は
、
昭
和
四
十
九
年
十
一
月
に
給
電
を
開
始
す
る
と
い

う
意
志
も
能
力
も
な
か
つ
た
と
し
て
よ
い
の
で
は
な
い
の
か
。
そ
れ
と
も
監
督
者
た
る
通
産
省
の
責
任
か
。 

(13) 

別
立
て
と
な
つ
た
石
油
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
の
工
事
計
画
の
認
可
が
、
先
行
す
る
本
体
工
事
の
認
可
に
比
べ
四

年
近
く
も
遅
延
し
て
い
る
と
聞
く
が
、
遅
延
さ
せ
た
理
由
は
何
か
。 

(12) 

右
の
別
立
て
の
認
可
対
象
と
す
る
の
は
、
法
律
上
の
要
請
に
基
づ
く
も
の
か
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
そ
の
根

拠
規
定
を
示
さ
れ
た
い
。 

殊
更
別
立
て
の
認
可
対
象
と
し
た
の
か
。 

一
一 

 



 

(6) 

電
発
法
七
条
に
よ
る
損
失
補
償
が
、
伊
達
発
電
所
設
置
に
関
し
行
わ
れ
て
い
れ
ば
、
損
失
の
種
類
（
内
容
）
、 

(5) 

伊
達
発
電
所
設
置
に
係
わ
る
基
本
計
画
は
、
電
発
法
三
条
に
よ
り
い
つ
決
定
さ
れ
た
の
か
。
ま
た
公
表
は

ど
の
よ
う
な
形
で
行
わ
れ
た
の
か
。
そ
の
内
容
を
示
さ
れ
た
い
。 

(4) 

電
調
審
に
お
け
る
発
電
所
の
位
置
の
議
決
は
、
事
業
法
の
目
的
か
ら
し
て
、
公
共
の
安
全
確
保
と
公
害
の

防
止
が
適
正
か
つ
合
理
的
に
行
い
得
る
場
所
（
適
地
）
が
選
定
さ
れ
る
と
し
て
よ
い
の
で
は
な
い
の
か
。 

(3) 

発
電
所
設
置
に
係
わ
る
電
調
審
の
議
決
の
要
件
は
、
事
業
法
五
条
の
許
可
基
準
と
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に

あ
る
の
か
。 

(2) 

右
適
地
判
断
に
お
い
て
、
燃
料
の
安
定
供
給
手
段
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
な
議
論
が
行
わ
れ
た
の
か
。 

(1) 
昭
和
四
十
七
年
十
月
十
九
日
に
開
催
さ
れ
た
第
六
十
回
電
源
開
発
調
整
審
議
会
（
以
下
「
電
調
審
」
と
い
う
）

に
お
い
て
、
伊
達
発
電
所
設
置
に
係
わ
る
基
本
計
画
が
議
決
さ
れ
た
と
聞
く
が
、
同
議
決
の
際
、
発
電
所
設

置
の
適
地
判
断
は
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
た
の
か
。
手
続
き
と
内
容
を
示
さ
れ
た
い
。 
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九 

公
共
事
業
用
施
設
の
設
置
は
、
適
地
判
断
の
外
に
最
適
規
模
判
断
も
ま
た
重
要
で
あ
る
こ
と
は
既
に
指
摘
し

た
。
伊
達
発
電
所
を
構
成
す
る
諸
施
設
が
適
正
か
つ
合
理
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
施

設
に
手
抜
き
が
あ
つ
た
り
、
ま
た
余
分
な
も
の
が
付
加
さ
れ
た
り
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な 

い
。
そ
こ
で
伊
達
発
電
所
の
給
電
開
始
に
必
要
不
可
欠
な
燃
料
の
安
定
供
給
手
段
た
る
石
油
パ
イ
プ
ラ
イ
ン 

（
以
下
「
本
件
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
」
と
い
う
）
に
つ
い
て
、
一
点
を
取
り
上
げ
検
証
を
試
み
た
い
。 

(2) 

パ
事
業
法
制
定
当
時
の
国
会
答
弁
で
は
、
パ
事
業
法
に
係
わ
る
技
術
基
準
の
設
定
は
、
学
識
経
験
者
の
意 

(1) 

本
件
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
の
設
置
は
、
移
送
取
扱
所
と
し
て
消
防
法
で
も
規
制
さ
れ
る
が
、
そ
の
安
全
性
に
つ

い
て
は
、
危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
政
令
十
八
条
の
二
の
一
項
か
ら
も
明
ら
か
な
ご
と
く
、
事
実
上
、
石 

 

油
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
事
業
法
（
以
下
「
パ
事
業
法
」
と
い
う
）
の
対
応
す
る
技
術
基
準
に
よ
り
担
保
さ
れ
る
こ
と
に

な
つ
て
い
る
。
パ
事
業
法
に
係
わ
る
事
務
は
通
産
省
で
は
、
ど
の
局
、
庁
、
部
、
課
が
担
当
し
て
い
る
の
か
。 

補
償
総
額
、
そ
の
算
定
根
拠
及
び
支
払
い
の
時
期
を
示
さ
れ
た
い
。 
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(7) 

ホ
ー
ス
・
コ
ネ
ク
シ
ョ
ン
は
、
配
管
の
ゆ
が
み
、
ひ
び
割
れ
等
の
場
合
、
緊
急
し
や
断
弁
を
閉
鎖
し
た
状 

(6) 

北
電
は
自
社
の
電
力
料
金
を
可
能
な
限
り
低
廉
に
維
持
で
き
る
よ
う
、
日
常
的
に
努
力
を
積
み
重
ね
て
い

る
と
し
て
よ
い
の
で
は
な
い
の
か
。
従
つ
て
、
伊
達
発
電
所
設
置
の
場
合
も
例
外
で
は
な
い
と
し
て
よ
い
の

で
は
な
い
の
か
。 

(5) 

右
ホ
ー
ス
・
コ
ネ
ク
シ
ョ
ン
設
置
の
た
め
に
必
要
な
諸
経
費
は
、
公
共
料
金
と
し
て
の
電
力
料
金
に
、
額

の
大
小
は
ど
う
で
あ
れ
、
貢
献
す
る
も
の
と
し
て
よ
い
の
で
は
な
い
の
か
。 

(4) 

ホ
ー
ス
・
コ
ネ
ク
シ
ョ
ン
自
体
及
び
そ
の
設
置
目
的
を
果
た
す
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
措
置
の
た
め
に
要

す
る
費
用
の
概
算
は
、
本
件
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
全
体
で
ど
れ
程
か
。 

(3) 

本
件
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
に
係
わ
る
ホ
ー
ス
・
コ
ネ
ク
シ
ョ
ン
を
殊
更
設
置
す
る
目
的
は
何
か
。 

見
に
よ
る
と
の
こ
と
で
あ
つ
た
が
、
同
基
準
の
解
釈
も
最
終
的
に
は
、
こ
れ
ら
学
識
経
験
者
の
意
見
に
よ
ら

ね
ば
な
ら
な
い
と
し
て
よ
い
の
で
は
な
い
の
か
。
そ
う
で
な
い
の
な
ら
、
そ
の
理
由
を
示
さ
れ
た
い
。 
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(11) 

右
に
お
い
て
、
例
え
ば
、
相
隣
接
し
た
二
で
は
な
く
、
相
隣
接
し
た
五
の
緊
急
し
や
断
弁
の
区
間
の
石
油

し
か
置
換
で
き
な
い
措
置
で
あ
れ
ば
、
右
要
件
を
欠
く
と
し
て
よ
い
の
で
は
な
い
の
か
。 

(10) 

パ
事
業
法
に
係
わ
る
技
術
基
準
告
示(

昭
和
四
十
八
年
九
月
二
十
八
日
付)

の
四
十
六
条
に
あ
る
石
油
を
除

去
す
る
た
め
の
措
置
は
、
表
現
が
不
鮮
明
で
あ
る
が
、
要
す
る
に
、
相
隣
接
し
た
緊
急
し
や
断
弁
の
区
間
の

石
油
を
、
区
間
毎
に
独
立
に
置
換
で
き
る
措
置
を
講
じ
る
必
要
が
あ
る
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
の
か
。 

(9) 

ホ
ー
ス
・
コ
ネ
ク
シ
ョ
ン
は
、
消
防
法
に
係
わ
る
技
術
基
準
上
、
法
定
要
件
と
し
て
設
置
さ
れ
る
の
か
。

そ
う
で
あ
れ
ば
、
そ
の
根
拠
規
定
を
示
さ
れ
た
い
。 

(8) 

そ
の
他
ホ
ー
ス
・
コ
ネ
ク
シ
ョ
ン
の
設
置
に
よ
つ
て
保
安
上
の
メ
リ
ッ
ト
が
い
さ
さ
か
で
も
期
待
さ
れ
る

の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
を
す
べ
て
示
さ
れ
た
い
。 

態
で
、
所
要
の
区
間
毎
に
危
険
物(

内
容
物)

を
水
又
は
不
燃
性
の
気
体
で
置
換
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
措

置
で
あ
る
と
し
て
よ
い
の
か
。 
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一
六 

(12) 
パ
事
業
法
に
係
わ
る
技
術
基
準
省
令
（
昭
和
四
十
七
年
十
二
月
二
十
五
日
付
）
の
三
十
四
条
（
石
油
除
去
装

置
）
が
、
技
術
基
準
省
令
の
体
系
の
中
で
「
保
安
設
備
等
」
と
分
類
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
し
て
、
石
油
を

除
去
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
場
合
と
し
て
、
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
の
構
造
等
に
異
常
事
態
が
発
生
し
た
場
合
も

想
定
し
て
い
る
と
し
て
よ
い
の
で
は
な
い
の
か
。 

(13) 

右
異
常
事
態
に
は
、
例
え
ば
、
同
省
令
五
十
四
条
の
ピ
ク
取
扱
い
装
置
に
係
わ
る
ス
フ
ェ
ア
が
パ
イ
プ
ラ

イ
ン
を
通
過
で
き
な
く
な
る
事
態
も
当
然
含
ま
れ
て
い
る
と
し
て
よ
い
の
で
は
な
い
の
か
。 

右
質
問
す
る
。 


